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１．はじめに～現状と課題～ 
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水道事業の広域連携の事例 

 
○災害時等の相互応援体制 
○合同防災訓練の実施 
○水質関係や連絡管・浄水場の運転管理等の情報交換 
○合同研修の開催による技術職員間の連携 
○能力向上のための技術協議会の設置 
○隣接市町からの水質検査の受託  

技術部門の連携 

 

 あんまり聞かない 

事務部門の連携 

経理から、カジュアルに、できることからやってみたお話です。 



１．はじめに～現状と課題～ 
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経理職員のお仕事 

水道事業は公営企業会計を適用するため、その事業運営には経理事務に従事する
職員（以下「経理職員」）が必要。会計の専門知識を要するため、組織として育
成、知識を持つ職員の優先配置等、配慮が必要となる。 

会計の知識 簿記の知識 

起債 

消費税 日々の
仕訳 

財政 

計画 

議会や一般市民のみならず、監査（公認会計士）、税務署など 
専門家に対し説明を要する。 

固定資産
管理 

貯蔵品
管理 

３条予算 

振替 

監査 

税務署 

議会 

４条予算 

住民 



１．はじめに～現状と課題～ 
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出展）平成29年10月5日付 日本水道新聞 

総務省決算統計調査より 

 職員数は減少傾向が続く 
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水道（含簡水）職員数の推移 単位：人

水道事業に従事する職員数は減少の一途 
定数削減されるなか、経理職員も減員している市町が多いのでは 



経理職員は事務職が多い 
 ＝３～５年の一般的なローテーションでの配置 

 ＝在職期間も短期間 

 ＝十分な知識の醸成が困難 

 ＝引継ぎ・継承も困難 
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１．はじめに～現状と課題～ 

税務 

福祉 教委 

公企の
経理 

専門性が高い 
複式簿記の世界 



大津市 
滋賀県 
企業庁 

草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 京都市 

経理職員数
（人） 4 4 3 3 2 2 4 15 

平均在課年
数（年） 2.00 0.50 3.33 0.66 1.50 3.50 0.50 2.13 

給水区域内
人口（人） 

340,578 692,945 131,615 68,259 82,059 50,834 48,132 1,457,318 
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実際に調べると、経験年数は確かに短い 
 

図）平成29年4月時点の経理職員数、平均在課年数、給水区域内人口 

 

 

 

 

 

 

 

                ※職員数には下水道事業を含む（企業庁以外） 

                ※県企業庁は用水供給事業 

１．はじめに～現状と課題～ 

規模によるが職員数は少なく、平均在課年数が1年に満たない団体も
複数存在している 



２．きっかけ 

               でＨ２６に受講した研修 

『地方公営企業経営の基本』（経営・経理事務担当者の研修）にて。 
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“人材育成の問題点”をテーマとしたグループ協議で、問題提起された。 

＜出された意見（原文まま）＞ 

・担当者がひとりしかいないので、異動時期の引継ぎが困難 

・４人中３人が異動するなど無茶な配置がある 

・知識を持っているひとが退職してしまった 

・決算時期と人事異動の時期が重なっている 

・新規採用や異動者で簿記の知識が乏しいが、いきなり決算事務を行う 

出展）ＨＰより 



２．きっかけ 

  

 近隣市町で相談しあえる体制ができないか？ 

 
・なにか疑問が生じたときに聞きあえる。 

 ⇒初任者でも正確な経理事務ができるようになる 

 

・先進的なことをやっている団体や、より効率的な手法で業務を行ってい
る団体が意外と近くにあるかも 

 ⇒事務処理の効率化・業務の改善につながる 

 

とりあえず経理職員が集まれば。 

じゃあ、ベースとなる場をつくろう。 
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近隣市町の担当職員が集まる会議・協議会を企画 

しかし事務的な会にしても面白くない 

 
実務に効果がでるよう内容には工夫を加えた（後述） 

Ｈ28年夏、近隣団体に呼びかけ 

            ↓ 

        やはりニーズはあった！ 

        趣旨目的に賛同を得る 
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３．経理事務担当者会議の創設 

一方で下記の意見も 
 人員体制がぎりぎりで、参加はなんとかできるが、主催するとなると厳しい 
 主催の輪番制は公平だが配慮も必要 

実際にこの春、
経理担当３人中
２人が異動して
大変 

経理は孤独。 
いますぐ実現し
てくれ 
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３．経理事務担当者会議の創設 

大津市 

草津市 
栗東市 

守山市 
野洲市 

高島市 

京都市 

京都府 
滋賀県 

 
７団体の参加により 
10月に第１回を開催する
ことができた。 

経理事務担当者会議 
と名付ける。 
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開催日 主催市 参加団体 参加人数 

第１回 Ｈ28.10.21 大津 7 23 

第２回 Ｈ29.  2.10 大津 8 29 

第３回 Ｈ29.  7.28 大津 8 23 

第４回 Ｈ29.11.10 大津 8 24 

第５回 Ｈ30.  3.  9 草津 ８ 27 

第６回 Ｈ30.  ８.  9  京都 ８ 28 

第７回 Ｈ30.11.29 守山 １０ 24 

第８回 Ｈ31.  3.11 大津 １０ 28（予定） 

Ｈ28.10第１回を大津市で開催。以後年３回ペースで継続している 

３．経理事務担当者会議の創設 
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団体数 参加団体 

第１回 ７ 
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市、
京都市 

第２～６回 ８ 
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市、
京都市、企業庁 

第７～８回 １0 
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市、
京都市、企業庁、湖南市、甲賀市、近江八幡市 

参加団体の変遷 

※1 第2回より企業庁さん参加 
※2 第6回を最後に京都市さん分離独立 
※3 第7回より湖南市さん、甲賀市さん、近江八幡市さん参加 

※1 

※2 ※3 

３．経理事務担当者会議の創設 



４．やっている内容 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 経
理
事
務
担
当
者
会
議 

開催時間はだいたい１４時００分～１７時１５分（休憩15分程度） 



＜やっていること その①＞ 

 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

・いわゆる「他都市はどないしてはんねやろ？」の解決に 

・蓄積されると何かあったときの財産になってゆく 
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①「いま協議したいこと」を各団体に照会 

②協議事項をとりまとめ 

③協議事項に対する各団体の状況を照会 

④各団体の状況をとりまとめ 

⑤当日 

あらかじめ各団体の状況
をとりまとめておくこと
で、当日が有意義に展開。 

各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 



＜やっていること その①＞ 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 協議事項 
の数 

第１回 21 

第２回 15 

第３回 17 

第４回 16 

第５回 14 

第６回 18 

第７回 17 

第８回 19 



 ＜やっていること その①＞ 

  

 協議事項の一例 
・低金利になりつつある現在、預金の運用方法はどのようにしているか 

・受贈財産の評価方法 

・修繕費支弁の３条４条の判断について 

・撤去工事の予算計上について 

・未調定の水道料金が納付された場合の経理について 

・各種引当金の算定方法及び取崩について 

・企業債発行額の考え方について 

・経営戦略の策定状況について 

・固定資産（主に配水管）の台帳登録について 

・決算統計の作成にあたり公共下水道と特環下水道の按分方法について 

・所有権移転ファイナンスリース取引における貸手の計算利子率が不明な場合について 

・消費税中間申告時の前払金の取り扱いについて 

・予算編成のスケジュールをどうしているか 

・量水器の仕訳をどうしているか 

・下水道使用料徴収経費負担金に含めている経費と算出方法について 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 

第4回の様子 



 ＜やっていること その①＞ 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 

経理事務担当者会議のメインとなる企画 

 効果 

 ☑ 疑問を持つ、悩みをかかえる団体の疑問が解決される 

  

  

         

        ＋ 

  想定していなかったさらなる効果が。 

皆でお悩み解決 

いわば「対処療法」として機能 



 ＜やっていること その①＞ 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 

 効果 

  疑問解決のための議論を通して 

   ☑ 自団体の事務処理の気づきになる 

   ☑ 団体ごとの事務処理の違いを認識する 
 

  そのとき興味がない議題でも 

   ☑ 協議事項一覧は蓄積されると財産となる 

  

 

 

  



 ＜やっていること その①＞ 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 

団体ごとの経理事務処理の違いとは？  

 

例えば  

 

第３回会議協議事項  

固定資産の台帳登録について 

Ｆ市「固定資産（主に配水管）を取得し台帳登録する際、どの程度まで細分し
て登録されているのかご教示願いたい。当市では、設計業務委託費、工事費、
舗装復旧工事費、人件費の総計を一つの固定資産として登録している。」 

 

 各市町の回答がこちら（原文まま）⇒次頁 



 ＜やっていること その①＞ 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 

Ａ市 
台帳登録時は、取得年度別に主に で分け、管種が分かれる際は更に細分化して実施していま
す。また、取得価額は、工事費のほかにその他関連経費（設計委託費、人件費等）を資産単位で総計してい
ます。 

Ｂ市 
Ｂ市では、Ｈ市さんと同様に固定資産台帳の配水管の登録は、取得年度別に にまとめて登録
しています。取得価額については、直接工事費のほか、関連経費（設計委託費）や間接費（舗装復旧費や人
件費など）はその年度に取得した配水管資産全体に配賦しています。 

Ｃ市 
本市では水道事業は 、下水道事業は に登録しています。なお、設計委託につ
いては同年度に工事を行った場合にはその工事に配賦、年度が変わる場合には単独で登録を行い、間接費
（人件費等）については資産全体に配賦を行っています。 

Ｄ市 
取得年度別に に登録しています。取得価格の配賦は、各管の１ｍ当り単価を基準に割合計算し
て算出しています。 

Ｅ市 
固定資産の登録は、 に設計委託費、工事費、舗装復旧費、人件費を区分し登録をしています。また、
備考欄に管種、口径別延長等を記載するようにしています。 

Ｆ市 管種、口径別に分けることなく、 に資産登録しています。 

Ｇ市 
固定資産台帳の配水管の登録は，取得年度別に にまとめて登録しています。設計委託や路面
復旧費については，関連する工事費に上乗せし，人件費や全体に係る委託費は，その年度に取得した資産全
体に按分して貼り付けています。 

Ｈ市 
本市では、固定資産台帳の配水管の登録は、取得年度別に にまとめて登録しています。取得
価額については、直接工事費のほか、関連経費（設計委託費）や間接費（舗装復旧費や人件費など）はその
年度に取得した配水管資産全体に配賦（いわゆるワイド配賦）しています。 



 ＜やっていること その①＞ 

  

 
 

おそらく中心になる企画なので３年間やって感じたポイントをご紹介します 

 ③が肝要。主催団体（照会元）ができるだけ丁寧に参考例を記載してあげると、 

 他団体（照会先）回答も丁寧になり効果が高まる 

 

 ⑤の当日については、主題にあるように 

 可能な限りカジュアルに、ざっくばらんな 

 雰囲気づくりがポイント 
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各団体持ち込みの協議事項の協議 

４．やっている内容 

 補足・ポイント 

①「いま協議したいこと」を各団体に照会 

②協議事項をとりまとめ 

③協議事項に対する各団体の状況を照会 

④各団体の状況をとりまとめ 

⑤当日 



４．やっている内容 
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外部（監査・税務署等）からの 
指摘事項の共有 

各団体持ち込みの協議事項の協議 経
理
事
務
担
当
者
会
議 



＜やっていること その②＞ 

 

   

公営企業が受検する主な監査 
  

 市の監査委員によるもの 

  決算審査【公企法30条第2項】・・・年1回 

  現金出納検査【自治法235条の2第1項】・・・月１回 

  定期監査【自治法199条第4項】・・・年１回 

  

 外部監査人によるもの 

  包括外部監査【自治法252条の37】※県、政令市、中核市は義務。他は条例で規定 

    ・・・年1回（公営企業があたるのは数年に1回） 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

４．やっている内容 



＜やっていること その②＞ 

 

   
監査人である会計士さんとの会話のなかで 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

４．やっている内容 

 
隠蔽しよう 

決算を良く見せよう 
 

企業の粉飾事案 
 

悪気はない 
正しい処理を知らないため

やってしまった 

公営企業の会計ミス 

「指摘を機会に改めてくれれば良い」 

≠ 



＜やっていること その②＞ 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

４．やっている内容 

 監査の目はより厳しく【地方自治法の改正】 
  
 ○ 内部統制の方針策定（Ｈ32.4～） 
    
 ○ 監査制度の充実強化 
   ・監査基準に従った監査等の実施（Ｈ32.4～） 
   ・監査委員の権限強化等（Ｈ32.4～） 
   ・監査体制の見直し（Ｈ30.4～） 
   ・条例により包括外部監査を実施する団体の実施頻度の緩和（Ｈ30.4～） 
 

 

⇒間違いを指摘される前に気づきを得ることはできないか 



＜やっていること その②＞ 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

データバンク化して共有 

「手痛い失敗」「ほろ苦い
思い出」を共有する企画。 
その後の顛末も更新してゆ
く。 

４．やっている内容 



＜やっていること その②＞ 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

４．やっている内容 

データバンク 

いつ 

誰から 
どんな
こと 

どう措置 

会議の機会に 
最新化 

現在 
４３件 



＜やっていること その②＞ 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

４．やっている内容 



＜やっていること その②＞ 

 

   

  会議当日は時間の関係で最新版を持ち帰るだけ 

      ↓ （興味がある案件は後に連絡） 

  効果 

  ☑ 自団体の経理処理の見直しにつながる 

  ☑ 蓄積すると監査や税務調査の傾向もうかがえる 
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外部（監査・税務署等）からの指摘事項の共有 

４．やっている内容 

積極的に経理処理の見直しを 

いわば「予防療法」として機能 



４．やっている内容 
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外部（監査・税務署等）からの 
指摘事項の共有 

各団体持ち込みの協議事項の協議 

先進事例の勉強会 

経
理
事
務
担
当
者
会
議 



＜やっていること その③＞ 

 

 

先進的な事例や、効率的な事務処理の事例の重点研究 
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先進事例の勉強会 

４．やっている内容 

うまくやっている団体は近くにあるはず。 
担当者会議のなかで、見習うべき、一歩進んだ事務を行っている例があっ
たとき、「詳しく教えて欲しい」と発表等をしてもらうべく企画。 
  



＜やっていること その③＞ 
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４．やっている内容 

先進事例の勉強会 

第３回 京都市『分かりやすい財
務情報の発信』 
経営状況を理解いただくために行って
いる取り組みを紹介していただきまし
た。 
 

 
 
第４回 大津市『水道研究発表会
報告』 
平成29年度全国会議（高松）でおこ
なった経理事務担当者会議の発表を報
告しました。また、感銘を受けた研究
発表を紹介しました。 

 

 



＜やっていること その③＞ 
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４．やっている内容 

先進事例の勉強会 

第５回 京都市『京都市上下水道事業経
営戦略』 
京（みやこ）の水ビジョン策定における経緯
や投資財政計画、議会等への説明の経緯を紹
介していただきました。 

 
第６回 京都市『水道技術研修施設』 
見学 
 

効果 
 ☑ 刺激、気づき を得る 
 
 今後発展、拡充させていきたい企画です 

 



４．やっている内容 
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外部（監査・税務署等）からの 
指摘事項の共有 

各団体持ち込みの協議事項の協議 

先進事例の勉強会 

情報交換会（飲み会） 

経
理
事
務
担
当
者
会
議 



＜やっていること 時間外＞ 
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４．やっている内容 

情報交換会（飲み会） 
協議会 

情報 
交換会 

第１回 23 22 

第２回 29 18 

第３回 23 24 

第４回 24 23 

第５回 27 23 

第６回 28 20 

第７回 24 20 

第８回 28 
（予定） 

23 
（予定） 

昼間の会議では聞けない話 
もう少し聞きたい深掘り 
悩ましい仕訳の相談 
仕事全般の悩み相談 
とりとめもない話    等々 
      

そう「飲み二ケーション」ってやつです 

  

効果 
  ☑ 何かあったときに気軽に電話しやすい間柄 
  ☑ 人的交流のネットワークが構築 



４．やっている内容 
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外部（監査・税務署等）からの 
指摘事項の共有 

経理処理の 
見直し 

各団体持ち込みの協議事項の協議 

お悩み 
解決 

先進事例の勉強会 
気づき 

情報交換会（飲み会） 

やっている内容のまとめ 
 

経
理
事
務
担
当
者
会
議 飲みニケー

ション 



５．おわりに 

今回ここまでご紹介してきましたが 

やっている内容はたいしたことない！！ 

誰でも、簡単に、とりあえず始めることができます。 

  

 ✔ お金は一切かかりません（飲み代ぐらいです） 

 ✔ そんなに労力もかかりません 

 

広域化の取組として、経理（事務方）から始める、 

カジュアルな広域化の例としてご紹介したものです。 

 
     【カジュアル】 

      形式ばらず、くつろいでいる様 
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そのわりに実感している効果は多く 

 正確な経理事務につながる 

 ☑ 専門知識が醸成される 

 ☑ 異動に強い体制  

 ☑ 監査や税務調査等の経験の共有 

  

 より効率的な経理事務につながる 

 ☑ 他都市の良い事務処理手法の共有 

 ☑ 財務計画など事業経営の気づき 

  

 なにより、近隣市町で付き合いができた 
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５．おわりに 



５．おわりに 
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経理事務 
担当者会議 



５．おわりに 

公営企業会計経理事務の特徴 

 同一のルールで予算編成や決算調整を行う 

  ＝一定の正解があり共通で議論しやすい 

  ＝広域連携しやすい部門ではないか 

 ＋潜在的な連携ニーズがあった 

正解といえる範囲内では 

 事務処理の考え方は団体により実に多様 

  ＝一足飛びに事務の統合（広域化）は困難 

３年間をふりかえって 
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５．おわりに 

○平成28年2月29日付総務省通知『市町村等の水道事業の広域連携
に関する検討体制の構築等について』 
 市町村等の水道事業の広域連携に関する検討 
  「広域連携については、地域の実情に応じ、できることから相互 
  協力することが重要」 
 
⇒この取り組みは、経理事務において、まさにできることから相互協 
 力を開始したといえる 

○広域化の検討 
 立地 
 環境による供給条件    団体間の違いを乗り越えなければならない 
 費用構成の違い 
 料金体系の違い  等  

 
⇒会議を通じて、経理処理の違いを認識することは、将来、違いを標準化す
る素地となると期待 

41 



５．おわりに 

＜ＳＴＥＰ１＞ 

 経理事務担当者会議の定期開催 
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＜ＳＴＥＰ２＞ 

 協同で会計システム開発・導入 

＜ＳＴＥＰ３＞ 

広域経理事務へ 
他市町の事務受託 
協同事業体の設立 

今後の目標として、 

まずはこの取り組みを継続すること。 

その先にさらなる段階に進めると期待しています。 



５．おわりに 
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現在、拡散頂いてます 

京都府 滋賀県 

 
大津市、草津市、栗東市、 
湖南市、甲賀市、守山市、 
野洲市、近江八幡市、 
高島市、県企業庁 

 
彦根市、長浜市、東近江
市、米原市、日野町、竜
王町、豊郷町、多賀町、
愛知郡、長浜水道企業団 

 
京都市、向日市、長岡京
市、大山崎町、城陽市 

滋賀県北部地区 

滋賀県南部地区 京都府 



ご清聴ありがとうございました。 
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